
様式第３号(第３条関係)

‖凍

一

部　開　示　決　定　通　知　書

武 市 い　第 ９号

平成２６年５月７囗

武雄市長　樋 渡　啓 祐

平成２６年４月２０日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公開条例第

９条第１項の規定により、次のとおり公文書の一部を開示することと決定したので通知します。

公文書の件名
平成 ２５年度 の「武市い」の文書件名簿のうち、文書番号６９番

以降の部分すべて

開 示 の 日 時 開示文書郵送による

開 示 の 場 所 同上

公 文書の一部 を

不開示とする理由

武雄肝贋報公開条例第７条第２号の規定に該当

(理由)

個人に関する情報であり、特定の個人 が識別されるため。

所　 管　 課 営業部　 いのしし課　 いのしし係

電話番号(直通)0954-23  ― 9170

注　１　公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

２　指定された公文書の開示の日時に支障があるときは、あらかじめその旨を所管課に連絡し

てください。

３　二の決定について不服かおる場合には、二の決定があったことを知った日の翌日から起算

して60 日以内に武雄市長に対して 異議申立てをすることができます(なお 、二の決定があっ

たことを知った日の翌 日から起算して60 日以内であっても、二の決定の日の翌日から起算し

て1年を経過すると異議申立てをする二とができなくなります。廴

１　二の決定にっ いては、二の決定(Ｌ記3の異議申 皀てをした煬合にあっては、当該異議申立

てに対ずる決定)があったことをﾀﾐ|]つた[]の翌日から起算して6筒月以内に、武雄市を被 告と

して(訴訟において武雄巾を代夫する者は、武雄d丹をにたり 圭寸 ＼)、処分力取消しの訴えを

提起する二とができます(なお、二の決定があったことを矢|)つた卜]内方腫に らヽ起算して6筒|｣

以内でかって 匸　 二心決定茵)田 八川引 に らヽ起り]してドトを拝過すると才 分の収消し･で)訴えを

捉起十るごヒいでき々く≒り 士十　) 、
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